
資料１ 

 

国家戦略特別区域諮問会議決定(案) 

 

 

 

○ 養父市において活用されている「法人農地取得事業」に

ついては、政府として、当該事業に関する特例制度のニー

ズと問題点の調査を特区区域以外においても来年度中に

実施し、その結果に基づき全国への適用拡大について調整

し、早期に必要な法案の提出を行う。 

 

○ なお、当該事業に関する特例措置の期限を２年間延長す

ることとし、そのための規定を盛り込んだ国家戦略特区法

改正案の早期の国会への提出を行う。 

 

 


